
２０２４年８月３０日 

 

被保険者 各 位 

 

 

石原産業健康保険組合 

 

 

被扶養者現況調査の実施について 

 

 

 健康保険法施行規則第 50条の定めにより被扶養者の「現況調査」を行い、 

被扶養者の資格審査をいたします。 

つきましては、２０２４年８月７日現在被扶養者を有している方（※）に対

して「健康保険 被扶養者現況調査票」を送付致しますので、必要事項記入の

上、２０２４年９月末（必着）までに内挿の封筒にて各事業所の人事・労務担

当まで提出してください。 

ご提出の際には案内文記載の添付書類が必要になりますので、遺漏なきよう

提出願います。（高校卒業以上の方は必ず添付書類が必要です） 

お送りした案内文をよくご覧の上（両面に掲載）ご提出ください。 

＊毎年記入不備・書類の添付忘れが散見されますのでご留意ください。 

 

なお提出のない場合は、現在の状況が確認できないため被扶養者の資格を喪失

することになりますので、必ず期限までに提出いただきますようよろしくお願

いします。 

 

※本年はマイナンバー制度を活用した情報連携を行い、事前に所得証明書情報、

年金情報を確認させていただいております。①被扶養家族が 18歳未満のお子様

のみの場合、②18 歳以上の被扶養家族の方の収入・同居について確認できてい

る場合、③ ①・②の両方を満たす場合については調査対象から除外しています。 

 

以上 

 


